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広 報 資 料

捜 査 第 二 課

生 活 安 全 企 画 課

平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）

１ 特殊詐欺の認知状況

(1) 情勢全般

○ 認知件数は18,212件（前年比+4,058件、+28.7％）で、前年から増加。被害

額は394.7億円（-12.9億円、-3.2％）と３年連続で減少したものの、依然とし

て高水準。

○ 既遂１件当たりの被害額は、229.0万円（-78.6万円、-25.6％）。

○ ５県（※1）において被害額が５割以上減少した一方で、東京、埼玉、千葉、

神奈川、福岡など一部の大都市圏を中心に、15都道府県（※2）において、認知

件数・被害額がいずれも増加。

※1 青森、山梨、愛知、香川、宮崎

※2 北海道、東京、埼玉、千葉、神奈川、新潟、静岡、滋賀、京都、和歌山、鳥取、岡山、福岡、長崎、大分

(2) 手口別の認知状況

○ オレオレ詐欺が、認知件数8,496件（+2,743件、+47.7％）、被害額207.9億

円（+40.8億円、+24.4％）、架空請求詐欺が、認知件数5,753件（+2,011件、

+53.7％）、被害額127.7億円（-30.6億円、-19.3％）、還付金等詐欺が、認知

件数3,129件（-553件、-15.0％）、被害額35.9億円（-6.7億円、-15.8％）で

あり、これら３手口で認知件数全体の約95％を占める。

○ オレオレ詐欺と架空請求詐欺は、認知件数が大幅に増加。

○ 還付金等詐欺は、関係事業者と連携した取組を推進した結果、認知件数・被

害額ともに減少に転じた。
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振込め詐欺手口別認知推移 振込め詐欺手口別被害額推移

(3) 被害金交付形態別の認知状況

○ キャッシュカード手交型（4,056件（+3,105件、+326.5％）、61.5億円

（+41.5億円、+207.1％））、電子マネー型（2,888件（+1,624件、+128.5％）、

15.4億円（+7.8億円、+102.3％））は大幅に増加。収納代行利用型（927件、

8.2億円）（※3）は下半期に急増。被害額の比較的小さい犯行が多数回行われる

傾向が継続。

※3 収納代行利用型：収納代行とは、通信販売等の代金や公共料金の支払いについて、利用者が本来支払うべき相手

に直接支払うのではなく、コンビニエンスストア等において支払うことにより、当該コンビニエンスストア等か

ら通知を受けた業者（収納代行会社）が、以後の決済手続を代行するものであるが、架空の有料サイト利用料金

等の支払を求められた被害者が、コンビニエンスストア等で収納代行の方法での支払を要求され、代金として支

払った金額をだまし取られる形態を「収納代行利用型」としている。なお、収納代行利用型は、被害金交付形態

別では、原則現金送付型に計上されている。

○ 振込型（4,709件（-917件、-16.3％）、70.2億円（-19.5億円、-21.7％））

が減少したのは、主に還付金等詐欺が減少したことによるもの。
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(4) 高齢者の被害状況

○ 特殊詐欺全体での高齢者（65歳以上）の被害の認知件数は、13,196件

（+2,134件、+19.3％）。特殊詐欺全体の高齢者被害の認知件数が占める割合

（高齢者率）は72.5％（-5.6P）。

○ 手口別では、オレオレ詐欺（96.2％）、還付金等詐欺（93.8％）で、高齢者

被害の認知件数が占める割合（高齢者率）が９割以上に上る。

○ 架空請求詐欺、融資保証金詐欺は、高齢者以外の年齢層にも被害が見られる。

架空請求詐欺の認知件数の増加に伴い、特殊詐欺全体の高齢者率は前年から減

少したものの、高齢者の被害防止が引き続き課題。
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２ 平成29年における特殊詐欺対策の取組

(1) 高齢者の被害防止等に向けた対策

○ 金融機関等と連携した声掛けにより、認

知件数とほぼ同数の被害を阻止しており、

阻止率は約５割（49.8％）。高齢者の高額払

戻しに際しての警察への通報につき、金融

機関との連携を強化。

○ 還付金等詐欺対策として、金融機関と連

携し、一定年数以上にわたってＡＴＭでの

振込実績のない高齢者のＡＴＭ振込限度額

をゼロ円（又は極めて少額）とし、窓口に

誘導して声掛け等を行う取組を推進し（47

都道府県・378金融機関（地方銀行の74.3％、

信用金庫の95.8％）で実施）、これにより29年中に105件を阻止（累計では114

件）。全国規模の金融機関等においても取組を開始。

○ 高齢者を取り巻く家族への働き掛けを強化し、高齢者被害防止の機運の醸成

を図る取組を実施。

高校生ＣＭコンテスト（広島県警察） グランプリ作品（15秒ＣＭ） グランプリ作品（30秒ＣＭ）

（県内の高校生から特殊詐欺被害防止のＣＭを募集し、高校生制作のＣＭのうち、コンテストの入賞作品を広報

啓発に活用するもの。）

年次
区分

認知件数（既遂） 8,132 11,161 12,444 12,769 13,253 17,239

阻止件数 3,721 6,540 10,731 12,332 13,139 17,107

阻止／（認知＋阻止） 31.4% 36.9% 46.3% 49.1% 49.8% 49.8%

阻止額（億円） 95.1 193.4 296.5 267.0 188.6 182.5
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企業向けの研修用資料（埼玉県警察）

（県内の経済団体と協定を締結し、各団体の会員企業の事業所に対して情報提供を行い、働く世代を通じて、高

齢者への働き掛けを行うもの。）

実家を守ろうキャンペーン（大阪府警察） 帰省キャンペーン（栃木県警察）

（盆休みの帰省機会にチラシを配布し、子供や孫世代から、祖父母に対して被害防止の声掛けを行うよう呼び掛

けるもの。）
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○ 特殊詐欺等の捜査過程で押収した高齢者の名簿を活用し、注意喚起を実施

（25都府県でコールセンターによる注意喚起を実施）。高齢者に加え、予兆電

話多発地域の金融機関等にも注意喚起を実施。

○ 自動通話録音機につき、自治体等と連携した無償貸与等の普及活動を推進

（29年12月末現在、44都道府県で約８万台を確保）。全国防犯協会連合会と連

携し、迷惑電話防止機能を有する機器の推奨を行う事業を開始。

敬老の日キャンペーン（長崎県警察）

（自動通話録音機等を実演・展示し、敬老の日に、高齢の家族へプレゼントしようと呼び掛けるもの。）

(2) 多発する手口への対策

○ キャッシュカード手交型への対策として、警察官や銀行職員

等を名乗りキャッシュカードをだまし取る手口の広報、キャン

ペーン等による被害防止活動を推進。

チラシ（埼玉県警察）

○ 電子マネー型への対策として、コンビニエンスストアと連携し、声掛け用シ

ート等を活用した電子マネー購入者への声掛けを推進。電子マネー購入時にチ

ラシ等の啓発物品を配布し、注意喚起を実施。関係省庁や電子マネー発行会社

との間でも、詐欺被害防止に向けた協議を継続。

チェックシート（高知県警察） チラシ（愛媛県警察） ポスター（警察庁）

○ 収納代行利用型への対策として、コンビニエンス

ストアや収納代行会社と連携し、利用者への声掛け、

クリアファイル等の啓発物品の配布、端末機の画面

に注意喚起を表記するなどの被害防止対策を推進。

クリアファイル（徳島県警察）
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(3) 犯行グループの壊滅に向けた検挙対策

ア 取締りの推進

○ 架け子を一網打尽にする犯行拠点の摘発を推進し、過去最多の箇所数を摘

発（68箇所（+11箇所））。

○ だまされた振り作戦による受け子等の検挙を推進し、前年を上回る人員を

検挙（912人（+16人））。

○ これらの取組を推進したところ、検挙件数は4,644件（+173件、+3.9％）、

検挙人員は2,448人（+79人、+3.3％）となり、増加。

○ だまされた振り作戦の検挙人員のうち、受け子、受け子の見張り役といっ

た現金又はキャッシュカード手交型に係る検挙人員は823人（+81人、+10.9

％）となり、増加。

○ 特殊詐欺は組織犯罪であり、暴力団の一定の関与も認められる（検挙被疑

者に占める暴力団構成員等（※4）の割合：約25.2％）。

※4 暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者

イ 犯行ツール対策の推進

○ 犯行に利用された電話に対して、繰り返し架電して警告メッセージを流し、

電話を事実上使用できなくする「警告電話事業」を29年度に開始（29年12

月末現在で対象となった3,998番号のうち、効果があったのは3,237番号

（81.0％））（※5）。

※5 本事業では、20日間連続して架電し、警告メッセージを流すこととしており、この20日間に再度犯

行に使用されなければ事業効果がありとみなしている。

○ 犯行に利用された携帯電話に関して、利用が拡大するＭＶＮＯ（仮想移動

体通信事業者）の携帯電話についても役務提供拒否に関する情報提供を推進

（9,314件の情報提供を実施）。

東京 埼玉 千葉 神奈川 大阪 群馬 山梨 兵庫
賃貸

マンション

賃貸

オフィス
車両内 貸別荘 ホテル 一般住宅

45 6 6 5 3 1 1 1 45 16 3 2 1 1

【犯行拠点の内訳】
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○ 預貯金口座や携帯電話の不正な売買等、特殊詐欺を助長する犯罪の検挙を

推進し、4,405件（+321件）、3,307人（+402人）を検挙。検挙人員は過去最

多。

○ 預貯金口座を安易に譲渡しないよう注意喚起するポスター

を作成し、広報啓発活動を推進。

ポスター（警察庁）

３ 今後の取組

(1) 官民一体となった効果的な被害防止対策の推進

高齢者の被害や多発する手口の被害を防止するため、官民一体となった被害防

止対策を推進。

ア 防犯指導・広報啓発の推進

○ 高齢者やその家族に対するより直接的・個別的な被害防止の働き掛け

○ 電子マネー型等の被害者防止を図るため、電子メール・ＳＮＳ等を活用し

た防犯指導・広報啓発

○ 留守番電話機能の活用や迷惑電話防止機能を有する機器の普及促進

○ コールセンター事業の充実、押収名簿を活用した防犯指導・注意喚起

イ 事業者ごとの水際対策の推進

○ 金融機関

高齢者のＡＴＭ利用制限及び高額な払戻しに係る全件通報の取組の推進

○ コンビニエンスストア

電子マネー購入希望者、収納代行利用者等への声掛け等の注意喚起の推進

○ その他の事業者

電子マネー発行会社や収納代行会社等と連携した犯行手口等の注意喚起や

被害回復の推進

(2) 犯行グループの壊滅に向けた更なる取組

架け子及び受け子等の検挙を推進するとともに、中枢被疑者の検挙を指向。

○ 拠点摘発による架け子の検挙

引き続き、全国警察を挙げて摘発を強化。

○ 受け子及びキャッシュカード手交型における出し子の現場検挙

だまされた振り作戦による現場設定型の検挙の推進と被害発生後の追跡捜査

の徹底。

○ 組織犯罪対策部門との連携等による実態解明や突き上げ捜査に基づく中枢被

疑者の検挙

・ 組織犯罪対策部門を始めとする各部門の連携により、犯行拠点や犯行グル

ープに関する情報収集を推進。

・ 架け子及び受け子等の検挙からの突き上げ捜査の徹底。
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○ 犯行への新規参入を阻止するための取組の強化

ポスター等を活用した広報啓発に加え、少年が受け子等として特殊詐欺に加

担している現状等についての関係機関等と連携した情報発信や、非行防止教室

等の開催等、少年の規範意識向上を図る。

(3) 犯行に利用される電話の無力化に向けた更なる取組

関係省庁・事業者と連携し、犯行利用電話の実態に応じた無力化対策を、引き

続き推進。

○ 犯行利用電話の無力化

レンタル携帯電話やＭＶＮＯの携帯電話につき、引き続き、携帯電話不正利

用防止法に基づく契約者確認の求め、役務提供拒否に関する情報提供を推進す

るほか、犯行利用電話に対する利用停止要請の制度を活用。固定電話番号に関

しても、特殊詐欺への悪用実態について関係省庁・事業者等と情報共有を図る

などして無力化を引き続き推進。

○ 警告電話事業の継続実施

犯行利用電話に対して、繰り返し警告メッセージを流す警告電話事業を、引

き続き推進。


